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USPTO統計情報 

2020 年 11 月 25 日 

JETRO NY 知的財産部 

石原 

 

米国特許商標庁（USPTO）は「Performance and Accountability Report Fiscal 

Year 20201」を公表し、2020年度（2019年10月～2020年9月）の同庁の活動状況

を報告した。 

 

１．出願件数等の動向 

2020年度の特許出願件数（デザイン特許及び継続審査請求2を含む）は 65万 3

千件で、前年度から 2.0％減少した。継続審査請求の件数が前年度から 1.8万件

減少した影響が大きい。最終処分までの期間は 23.3月で、前年度から 0.5ヵ月

短く、近年で最短になった。 

商標の出願件数は 73 万 8 千件で、前年度から 9.6％増加した。中国の出願人

による出願件数が 2万 6千件増加した影響が大きい。最終処分までの期間は 9.5

ヵ月で、前年度から 0.2ヶ月長くなった。 

 

出願件数等の動向（※20年度は暫定値） 

 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 

特許出願件数 

（うち継続審査請求） 

650,411 

（未公表） 

 650,350 

（未公表） 

 647,572 

（未公表） 

 666,843 

（173,280） 

 653,311 

（154,962） 

前年度比 5.2% 0.0% -0.4% 3.0% -2.0% 

ＦＡ期間(ヶ月) 16.2  16.3  15.8  14.7   14.8  

最終処分期間(ヶ月)  25.3   24.2   23.8   23.8   23.3  

     
 

商標出願件数 530,270   594,107   638,847   673,233    738,112  

前年度比 5.2%  12%  7.5%  5.4%   9.6%  

ＦＡ期間(ヶ月)  3.1   2.7   3.4   2.6   3.0  

最終処分期間(ヶ月)  9.8   9.5   9.6   9.3   9.5  

 

1 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY20PAR.pdf 

2 出願の審査手続が終了（最終拒絶、審判請求、特許付与の通知）した後、出願人は特許の発行

手数料の納付前、出願の放棄前又は出訴前であれば、審査の終了状態を解消するために、継続審

査の請求（RCE: Request for Continued Examination）をすることができる（米国特許法 132 条、

特許規則 1.114 条）。昨年度までの USPTO の報告書では、特許出願件数に継続審査請求の件

数が含まれており、継続審査請求のみの件数は公表されていなかった。今年度は、前年度分とと

もに継続審査請求のみの件数が公表された。 

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY20PAR.pdf
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２．海外出願人による出願・登録件数 

特許については、引き続き日本の出願人によるものが出願件数・登録件数と

も最多となっている（なお、2020 年度の特許出願件数に関する統計は来年度の

報告書にて公表される）。また、中国の出願件数・登録件数が顕著に増加してお

り、2020 年度は登録件数でも韓国を超えて 2位になった。 

商標については、中国以外の上位国（カナダ、イギリス、ドイツ、日本）が

出願件数を減らす中で、中国の出願件数の増加が顕著であった。中国は登録件

数についても、他国を圧倒している。 

 

居住地別特許出願・登録件数（上位5位まで） 

順位 
出願件数 登録件数 

居住地 18 年度 19 年度 居住地 19 年度 20 年度 

1 日本 87,872 89,858 日本 53,172 55,899 

2 中国 37,788 44,285 中国 20,836 26,176 

3 韓国 36,645 39,065 韓国 22,427 24,218 

4 ドイツ 32,734 32,967 ドイツ 18,758 19,799 

5 台湾 20,258 21,024 台湾 11,857 13,390 

海外総計 335,118 350,759 計 193,373 210,695 

 

居住地別商標出願・登録件数（上位 5 位まで） 

順位 
出願件数 登録件数 

居住地 19 年度 20 年度 居住地 19 年度 20 年度 

1 中国 76,334 102,593 中国 47,319 48,766 

2 カナダ 17,764 16,431 カナダ 5,131 5,610 

3 イギリス 16,116 15,288 イギリス 4,969 5,045 

4 ドイツ 14,359 13,432 ドイツ 4,352 4,379 

5 日本 8,779 8,671 日本 3,203 3,372 

海外総計 216,770 237,403 計 96,559 99,683 
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３．職員数 

USPTOの総職員数は、近年ほぼ同規模で推移している。 

 
 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 

職員総数 12,725 12,588 12,579 12,652 12,928 

うち特許審査官 8,160 7,961 8,007 8,125 8,230 

うち意匠審査官 191 186 178 171 204 

うち商標審査官 505 549 579 627 622 

 

 

（以上） 


